
令和７年度 車両系木材伐出機械特別教育

［走行集材機械の運転業務特別教育のご案内］

（フォワーダ・集材車・小型運材車・集材用トラクター・スキッダ等）

(岐阜労働局登録教習機関)
主催 林業・木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部

労働安全衛生法では、「事業者は厚生労働省令で定める業務に労働者を就かせる
ときには、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならな
い」と規定しております。
当支部では下記により特別教育を開催いたしますので、未受講者、新規雇用者が

受講されますようご案内いたします。

記

１，実施月日 令和７年６月１７日（火）～１８日（水）

２，場 所 （学科）ぎふ森林文化センター 東濃桧ホール

岐阜市六条江東2-5-6

（実技）関市地内山林現地（予定）

３，定 員 ３０名 （学科及び実技一部免除者含む）

４，受 講 料 ４６，２００円 学科６時間 13,200円 [消費税10％含む]

実技６時間 33,000円

テキスト代 ３，６３０円（車両系講習会共通テキスト）

林業・木材製造業労働災害防止協会 登録番号Ｔ2010405001854

［免除により受講料が異なりますので別添免除科目及び受講料一覧参照下さい］

＊受講料は必ず受講票受領後に記載の金額を確認のうえ、開催日３日前

までにお振込みください。

＊受講料の振込み先 十六銀行 六条支店 普通 １３０１４２０

林材業労災防止協会 岐阜県支部

５，申込み方法及び申込期限

＊受講希望の方は、申込みの前に下記問合せ先までご連絡下さい。

別添学科・実技科目免除規程一覧を参照の上、開催日２０日前までに受講申
込書に必要事項を記入し、実務免除者は別紙実務経験証明書、及び科目の
免除を受ける技能講習・特別教育の修了証の写し表裏(Ａ４)を添付して、
下記住所へ郵送にてお申込みください。

＊申込み先／問合せ先
〒500-8356 岐阜市六条江東2-5-6 ぎふ森林文化センター3Ｆ

林材業労災防止協会岐阜県支部
TEL 058-275-0192 FAX 058-201-1195

６，開催決定通知

開催の決定については申込み期限後１週間以内に決定し、実施の場合は「受
講票」を送付、取りやめの場合は中止の通知を送付します。(受講料の振込
みは、この開催決定の｢受講票｣が届いてから開催日３日前までにお願いい
たします。)

７，その他

・受講された方には、「走行集材機械運転業務特別教育修了証｣を交付します。

・定員３０名（但し実技講習は10名単位の開催となり10名以上になると翌日

になることもありますのでお問合せ下さい。）

なお、申込者が少ない場合は取りやめることもあります。

・都合により欠席される場合でも受講料はお返しできません。
・昼食、筆記用具等は各自持参。実技に適した服装で、ヘルメット等は各
自で用意願います。

【講習日程】 ２日間・１２時間講習

月 日 科 目

8:50 オリエンテ－ション
6月17日

9:00 走行集材機械に関する知識（1.0時間）
（学科）

～

・走行集材機械の種類及び用途
16:00

(昼食休憩 走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱
50分を含む) いの方法に関する知識（1.0時間）

・走行集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦
装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び
附属装置の構造及び取扱いの方法

走行集材機械の作業に関する知識（2.0時間）
・走行集材機械による一般的作業方法

走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識（1.0時間）
・走行集材機械の運転に必要な力学
・電気に関する基礎知識
・ワイヤーロープの種類及び取扱いの方法

関係法令（1.0時間）

6月18日 9:00 走行集材機械の走行の操作（3.0時間）
（実技）

～

・定められたコースによる基本走行及び応用走行
16:00

(昼食休憩 走行集材機械の作業のための装置の操作（3.0時間）
を含む) ・定められた方法による原木の運搬

＊駐車場が狭いので出来るだけ相乗りでお願いします。 （R7.2.3）



令和７年度 車両系木材伐出機械特別教育

［伐木等機械の運転業務特別教育のご案内］

（プロセッサ・ハーベスタ・フェラバンチャ・グラップルソー・木材グラップル等）

(岐阜労働局登録教習機関)
主催 林業・木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部

労働安全衛生法では、「事業者は厚生労働省令で定める業務に労働者を就かせる
ときには、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならな
い」と規定しております。
当支部では下記により特別教育を開催いたしますので、未受講者、新規雇用者が

受講されますようご案内いたします。

記

１，実施月日 令和７年８月１９日（火）～２０日（水）

２，場 所 （学科）ぎふ森林文化センター 東濃桧ホール

岐阜市六条江東2-5-6

（実技）中濃地内山林現地（予定）

３，定 員 ３０名 （学科及び実技一部免除者含む）

４，受 講 料 ４６，２００円 学科６時間 13,200円 [消費税10％含む]

実技６時間 33,000円

テキスト代 ３，６３０円（車両系講習会共通テキスト）

林業・木材製造業労働災害防止協会 登録番号Ｔ2010405001854

［免除により受講料が異なりますので別添免除科目及び受講料一覧参照下さい］

＊受講料は必ず受講票受領後に記載の金額を確認のうえ、開催日３日前

までにお振込みください。

＊受講料の振込み先 十六銀行 六条支店 普通 １３０１４２０

林材業労災防止協会 岐阜県支部

５，申込み方法及び申込期限

＊受講希望の方は、申込みの前に下記問合せ先までご連絡下さい。

別添学科・実技科目免除規程一覧を参照の上、開催日２０日前までに受講申
込書に必要事項を記入し、実務免除者は別紙実務経験証明書、及び科目の
免除を受ける技能講習・特別教育の修了証の写し表裏(Ａ４)を添付して、
下記住所へ郵送にてお申込みください。

＊申込み先／問合せ先
〒500-8356 岐阜市六条江東2-5-6 ぎふ森林文化センター3Ｆ

林材業労災防止協会岐阜県支部
TEL 058-275-0192 FAX 058-201-1195

６，開催決定通知

開催の決定については申込み期限後１週間以内に決定し、実施の場合は「受
講票」を送付、取りやめの場合は中止の通知を送付します。(受講料の振込
みは、この開催決定の｢受講票｣が届いてから開催日３日前までにお願いい
たします。)

７，その他

・受講された方には、「伐木等機械運転業務特別教育修了証｣を交付します。

・定員３０名（但し実技講習は10名単位の開催となり10名以上になると翌日

になることもありますのでお問合せ下さい。）

なお、申込者が少ない場合は取りやめることもあります。

・都合により欠席される場合でも受講料はお返しできません。
・昼食、筆記用具等は各自持参。実技に適した服装で、ヘルメット等は各
自で用意願います。

【講習日程】２日間・１２時間講習

月 日 科 目

8:50 オリエンテ－ション
8月19日

9:00 伐木等機械に関する知識（1.0時間）
（学科）

～

・伐木等機械の種類及び用途
16:00

(昼食休憩 伐木等機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱い
50分を含む) の方法に関する知識（1.0時間）

・伐木等機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦
装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び
附属装置の構造及び取扱いの方法

伐木等機械の作業に関する知識（2.0時間）
・伐木等機械による一般的作業方法

伐木等機械の運転に必要な一般的事項に関する知識（1.0時間）

・伐木等機械の運転に必要な力学
・電気に関する基礎知識

関係法令（1.0時間）

8月20日 9:00 伐木等機械の走行の操作（2.0時間）
（実技）

～

・定められたコースによる基本走行及び応用走行
16:00

(昼食休憩 伐木等機械の作業のための装置の操作（4.0時間）
を含む) ・定められた方法による伐木、造材及び原木の集積

＊駐車場が狭いので出来るだけ相乗りでお願いします。 （R7.2.3）



令和７年度 車両系木材伐出機械特別教育

［簡易架線集材装置等の運転業務特別教育のご案内］

（スイングヤーダ・タワーヤーダ・集材ウインチ等）

(岐阜労働局登録教習機関)

主催 林業・木材製造業労働災害防止協会岐阜県支部

労働安全衛生法では、「事業者は厚生労働省令で定める業務に労働者を就かせる
ときには、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならな
い」と規定しております。
当支部では下記により特別教育を開催いたしますので、未受講者、新規雇用者が

受講されますようご案内いたします。

記

１，実施月日 令和７年１０月２８日（火）～２９日（水）

２，場 所 （学科）ぎふ森林文化センター 東濃桧ホール
岐阜市六条江東2-5-6

（実技）中濃地内山林現地（予定）

３，定 員 ３０名 （学科及び実技一部免除者含む）

４，受 講 料 ５７，２００円 学科６時間 13,200円 [消費税10％含む]
実技８時間 44,000円

テキスト代 ３，６３０円（車両系講習会共通テキスト）

林業・木材製造業労働災害防止協会 登録番号Ｔ2010405001854

［免除により受講料が異なりますので別添免除科目及び受講料一覧参照下さい］

＊受講料は必ず受講票受領後に記載の金額を確認のうえ、開催日３日前

までにお振込みください。

＊受講料の振込み先 十六銀行 六条支店 普通 １３０１４２０

林材業労災防止協会 岐阜県支部

５，申込み方法及び申込期限

＊受講希望の方は、申込みの前に下記問合せ先までご連絡下さい。

別添学科・実技科目免除規程一覧を参照の上、開催日２０日前までに受講申
込書に必要事項を記入し、実務免除者は別紙実務経験証明書、及び科目の
免除を受ける技能講習・特別教育の修了証の写し表裏(Ａ４)を添付して、
下記住所へ郵送にてお申込みください。

＊申込み先／問合せ先
〒500-8356 岐阜市六条江東2-5-6 ぎふ森林文化センター3Ｆ

林材業労災防止協会岐阜県支部
TEL 058-275-0192 FAX 058-201-1195

６，開催決定通知

開催の決定については申込み期限後１週間以内に決定し、実施の場合は「受
講票」を送付、取りやめの場合は中止の通知を送付します。(受講料の振込
みは、この開催決定の｢受講票｣が届いてから開催日３日前までにお願いい
たします。)

７，その他

・受講された方には、「簡易架線集材装置等運転業務特別教育修了証｣を交付

します。

・定員３０名（但し実技講習は10名単位の開催となり20名以上になると翌日

になることもありますのでお問合せ下さい。）

なお、申込者が少ない場合は取りやめることもあります。

・都合により欠席される場合でも受講料はお返しできません。
・昼食、筆記用具等は各自持参。実技に適した服装で、ヘルメット等は各
自で用意願います。

【講習日程】 ２日間・１４時間講習

月 日 科 目

8:50 オリエンテ－ション10月28日
9:00 簡易架線集材装置の集材機及び架線集材機械に関する知識

（学科）

～

（1.0時間）
16:00 ・簡易架線集材装置の集材機の種類及び用途

(昼食休憩 ・架線集材機械の種類及び用途
50分を含む)

架線集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱
いの方法に関する知識（1.0時間）
・架線集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦
装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び
附属装置の構造及び取扱いの方法

簡易架線集材装置及び架線集材機械の作業に関する知識
（2.0時間）
・簡易架線集材装置及び架線集材機械による集材の方法
・簡易架線集材装置の索張りの方法

簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な一般的事項
に関する知識（1.0時間）
・簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な力学
・電気に関する基礎知識
・ワイヤーロープの種類、止め方及び継ぎ方の種類

関係法令（1.0時間）

10月29日 8:30 架線集材機械の走行の操作（1.0時間）
（実技）

～

・定められたコースによる基本走行及び応用走行
17:30

(昼食休憩 簡易架線集材装置の集材機の運転及び架線集材機械の作業
を含む) のための装置の操作（3.0時間）

・定められた方法による原木の運搬

ワイヤーロープの取扱い（4.0時間）
・ワイヤーロープの止め方、継ぎ方及び点検方法

＊駐車場が狭いので出来るだけ相乗りでお願いします。 （R7.2.3）


